
 

 

 

 

 

(25年度税制改正) 

日銀の金融政策決定会合を受けて、一時株価は 1万 3千円を超え、為替も 97円台に突入しまし

た。アベノミクスが定着してきた感があります。国債の暴落、ハイパーインフレ、バブルになると

の懸念もありますが、とりあえず現状の株式相場に文句を言う人はいないのではないでしょうか。

いろいろな人と話をしていても、先行きの期待感を持つ人が増えてきております。景気は人々の気

持ちと言われますが、まさしくその通りだと思います。2014年 4月に 8％、2015年 10月に 10％

へと消費税が上がる予定となっておりますが、そんな事も忘れてしまう位の環境になっております。

しかしながら増税は消費税だけではありません。下記表は、25 年度税制改正の概要図になります

ので、ご参考にしていただければと思います。 

誰しも好んでは、払わないと思います

が、納税は国民の義務であります。日本

には 1000 兆円という巨額の財政赤字が

ありますが、毎年の税金だけでは足りな

いので、国債を発行し間接的に国民から

お金を借りております。我々が住宅ロー

ンを組んで家を手に入れるのと同様に、

借金をして今の日本の形をつくってきた

わけであります。無駄遣いはいけません

が、借金をして皆が将来の便益を得てい

る訳です。借金ですから、いつかは返さ

なければなりません。そして借金を返す

には歳出を削減するか、歳入を増やすし

かありません。歳入を増やす方法として

は上記のような景気回復政策や増税が主となってきます。いずれにしても我々は今の便益を享受し

ている以上は納税をしなければなりません。そうでなければ、今の生活を皆が改めなくてはなりま

せん。 

そして、不動産は様々な税金に囲まれております。所有しているだけで固定資産税、都市計画税

がかかり、売却時も取得時の価格より高く売れれば、税金がかかります。また契約時には印紙税が

かかり、取得する人は、不動産取得税、登録免許税がかかります。現在、景気があまりよくないの

で様々な軽減措置が実施されてはおりますが、税金だらけです。増税にあたっては、たばこ税と同

様に取りやすいところと言えるかもしれません。 

上記の図にある通り、2015 年度には相続税の基礎控除の減額及び最高税率の改正があり、今ま

では国民の 4％程度にしか課税されなかった相続税がおそらく 6％程度になるのではないかと言わ

れております。都内に居住していて、家を所有している場合には、大半の人が対象になってしまう

とも言われております。しかしながら、合わせて、小規模宅地等の特例の改正も行われる予定なの

で、裏面を是非ともご参照いただき、節税していただければと思います。                       

                                    塩田 了丈 



 

平成 25年度税制改正  

■■小小規規模模宅宅地地等等ににつついいててのの相相続続税税のの課課税税価価格格のの計計算算のの特特例例のの見見直直しし 

 

相続税の計算をする場合、一定の要件の下、居住用の宅地や事業用の宅地についてその資産の価額を減額す

る小規模宅地等の特例が設けられています。例えば、被相続人の居住用の宅地を被相続人の配偶者が取得した場

合、その宅地の価額は、その宅地のうち 240㎡までの部分についてその評価額の 80％が減額されます。 

被相続人(亡くなった人など)が事業

や住まいなどに使っていた土地のうち

一定の事業用の土地の場合は 400㎡、一

定の居住用の土地の場合には 240㎡、一

定の貸付用の土地の場合は 200㎡までの部分（小規模宅地）については、右表の割合が減額されます。 

 

 

<居住用宅地の適用対象面積の見直し> 

 居住用宅地の適用対象面積の上限を 330㎡（現行 240㎡）に拡大します。 

<居住用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積の拡大> 

 現行、限定的に併用が認められている居住用宅地と事業用宅地について、完全併用（それぞれの限度面積（居住用：

330㎡（改正案）、事業用：400㎡））に適用を拡大します（貸付用を除く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化> 

○ 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわ

らず、同居しているものとして、特例の適用ができるようにします。 

○ 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった

家屋の敷地については、以下の要件の下で、相続の開始の直前にお

いて被相続人が居住していたものとして、特例の適用ができるよう

にします。 

 ①被相続人に介護が必要なため入所したものであること。 

 ②貸付けなどの用途に供されていないこと。 

 

 

 

 

 

 

① 自宅用（または２世帯住宅用）に土地を購入する。(居住用の面積拡大のメリット享受) 

② 自宅以外に事業用（貸付用以外）の土地を購入する。(事業用への追加適用準備) 

③ 未利用地を売却して上記①、②の土地に買い換える。(減額不可→減額可能な土地へ) 

により、小規模宅地の特例の効果が拡大する見込み。→相続税評価額の大幅な減額が出来るケースがあります。 

〒260-0021 

千葉市中央区新宿１－１－３ 

Tel 043-241-6121 

＜現在の制度＞ 

改正案は下記の通りです(平成 27年 1月 1日以後の相続・遺贈に適用予定) 

相続税対策としての土地活用の効果が拡大する見込みです。 

 


